
外国人の受入環境整備・多文化共生社会の 

構築に関する重点提言 
 

 平成 30 年 12 月８日に成立した「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置

法の一部を改正する法律」が平成 31 年４月１日から施行されたことに伴い、今

後新たな在留資格「特定技能」による外国人材の増加が見込まれるため、国は、

特に次の事項について積極的な措置を講じられたい。 

 

１．今後増加が見込まれる外国人材とその家族が、安心して安全に日本人と共

に暮らせる共生社会を実現するため、国においては各種施策の充実・強化を

図ること。 

 

２．地方創生の観点から、特定技能外国人材等が大都市圏等に過度に集中しな

いよう、地方の人材不足対策に配慮すること。 

 

３．都市自治体が実施する外国人材に関する諸施策について、国は自治体の意

見を十分に尊重し、積極的に支援すること。 


